
予め本事業に参加の為、登録をした事業者(工事施工者または販売事業者）です。

リフォーム工事の契約を締結する事業者が、上記のものでない場合、申請手続き等することができません。

協同事業実施規約の取り決めに従い、以下のいずれかで(株)飛鳥から還元されます。

① 契約代金(最終支払い)の一部に充当

② 現金の支払い(契約代金を清算済みの場合に限る）

※補助の内容等詳しくは(株)飛鳥へお問い合わせください。

●建設業許可番号：奈良県知事 許可(般－2) 第16741号 ●介護福祉事業所番号：2970600876

※エコキュートは在庫を確保しておりますので、遠慮なくご相談ください。

ガス給湯器等をご使用中で故障の不安がある方も、この機会にエコキュートへの買い替えご相談を

お待ちしております。



(※）部分断熱の場合の補助額となります。

※詳細は(株)飛鳥へお問い合わせください。

※キッチンセットに正対して立った位置から、ﾘﾋﾞﾝｸﾞ、ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞの過半を見渡すことができる事。
※レンジフード、コンロの補助金を重複して受けることは出来ません。

¥

※１戸あたり合計 50,000円未満となる場合は補助金が受けられません。

※防犯建物部品（CPマークを取得したもの）


